
  

 



  

は じ め に 

 

私たちは読書をすることによって、多くの喜びや感動を与えられてきました。

また、未知の世界や物事に対する好奇心を呼び起こし、そして、様々な情報を

得ることで、日々の生活に潤いと豊かさをもたらしてきました。 

近年、少子高齢化、核家族化など社会構造の変化等は、価値観や生活スタイ

ルに大きく影響を及ぼし、子どもの成長にも係ってきております。さらにイン

ターネットやメール等の各種情報メデｲアの急速な発達・普及によって、子ども

の「活字離れ」や「読書離れ」が指摘され、「国語力の低下」も懸念されてきて

います。 

子どもが伸び伸びと明るく成長することは、誰もが願うことであり、子ども

の人格を形成する上で、読書が大切な役割を担うことも誰もが知るところです。

子どもは乳幼児期には、絵本の読み聞かせなどから言葉や物語に親しみ、人と

の心の触れ合いを感じとります。そして、多感な思春期を経て、大人へと成長

する様々な場面では、一冊の本と出会うことにより、それからの人生の指針や

生きる力を与えられることもあります。 

東久留米市では、次代を担う子どもたちの豊かな心を育むため、市立図書館

を中心に、数々の子どもの読書活動を推進するための諸活動に加え、学校にお

いても学校図書館の機能の充実を図り、読書活動推進校を指定するなど、読書

活動の振興を図ってきました。 

また、子どもの読書活動に関わる団体とも連携して、家庭、地域のあらゆる

場面で工夫された読書活動を推進してきました。 

これらの経過と現状を踏まえ、施策の総合的かつ計画的に推進することを目

的に、ここに「東久留米市子ども読書活動推進計画」を策定するものです。 
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第１章 推進計画の基本的な考え方 

 

 

1 計画策定の背景 

子どもの読書は、言葉を学び、表現力を高め、想像力を豊かにし、人生を

より深く生きる力を身につける上で極めて重要なものです。 

しかしながら、今日、子どもを取り巻く生活環境は、テレビやビデオ、コ

ンピュータゲーム、インターネットの普及など、様々な情報メデｲアの発達に

よって大きく変化し、子どもの読書離れ、活字離れが急速に進んでいます。

そのことは、自分の考えを表現したり、人の話を聞くコミュニケーション能

力の低下など、子どもの成長に大きな影響を与えていると言われています。 

国は、このような状況を踏まえ、読書の持つ計り知れない価値を認識し、

子どもの読書活動を支援するため、平成１２年を「子ども読書年」と定めま

した。翌１３年には、「子どもの読書活動の推進に関する法律」が公布・施行

されました。この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、

国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、国が「子どもの読書

活動の推進に関する基本的な計画」を策定・公表すること、地方公共団体が

「子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画」を策定・公表する

こと、４月２３日を「子ども読書の日」とすることなどを定めています。 

平成１４年、国はこの法律に基づき、「子どもの読書活動の推進に関する基

本的な計画」を策定しました。この計画は、すべての子どもが自主的に読書

活動を行うことができるよう、読書環境の整備を進めることを基本理念とす

るものです。そして、施策の基本的な方向と具体的な方策を示すため、おお

むね５年間にわたる計画となっています。 

東京都においては、平成１５年３月に、都内のすべての子どもたちがあら

ゆる機会と場所において、読書活動ができる環境づくりを目標とした「東京

都子ども読書活動推進計画」を策定しました。 

 

 

２ 東久留米市における子ども読書活動の経過 

今日の子どもの読書活動を考えるとき、地域文庫が果たしてきた意義とそ

の役割は大きなものがあります。昭和３４年にはひばりが丘団地の入居が始

まり、同団地文庫が開かれてから、次々と文庫、読書会が誕生し、昭和４５

年９月には東久留米地域文庫親子読書連絡会（文庫連）が発足しました。 

この連絡会は、各団地の集会室等において、すでに地域に根ざした子ども
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の読書活動を精力的に進めてきた７つの文庫が結成したもので、特に東久留

米団地自治会図書部では、数年にわたる文庫活動を踏まえ、他の文庫と連携

して、公立図書館の建設を、と教育委員会を含む行政に対して強い要望を行

い続けました。その結果、昭和４６年２月、同団地内に本市最初の公立図書

館である「婦人子ども図書館」（上の原図書館に改称）の開設が実現しました。 

また、同月には、移動図書館「くるめ号」の市内巡回が開始され、図書館

整備の黎明期を迎えるとともに、市は文庫連を補助金交付団体として認め、

その活動への支援を行っています。 

昭和４９年８月、青少年センター図書室開設、同年１１月、ひばりが丘図

書館開設、翌５０年５月、滝山図書館が開設され、そして５４年８月には、

待望のセンター的機能を有する中央図書館が開設されました。文庫連もまた

図書館と連携・協力して、多くの大人たちに子どもの本の楽しさ、大切さを

伝える講演会や、子どもと本をつなぐ取り組みを進めてきており、現在、９

団体の文庫をもって活動しています。 

その後、ひばりが丘及び滝山の両図書館の建て替えを経て、平成１１年７

月、東部図書館の開設をもって、本市の図書館整備計画が達成されました。 

 

 

３ 計画策定の基本的理念 

子どもはよい環境のなかで育てられる権利（「児童憲章」）をもっています。

また、発達を保障され、適切な情報へのアクセスや文化的・芸術的な生活の

権利（「児童の権利に関する条約」）をももっています。私たち大人は、これ

らの子どもの権利を尊重し、その実現に努めなければなりません。 

家庭や学校を含む地域社会での生活や文化は、子どもの成長に深く関わり

をもっています。その中でも、本のもつ力は大きく、子どもと本をつなぐ「人」、

子どもが本に親しむ「時間」と「機会」の保障が求められています。 

読書は子どもにとって、精神的な遊びであり、喜びであって、成長を助け

る要因をもっています。読書を通して、豊かな感性が育まれ、主体的に生き

る人間として育つために必要な判断力が培われていきます。 

今日の子どもたちは多くの深刻な問題を抱えています。それは大人の社会

現象の反映でもあり、問題解決の糸口として、社会的・文化的な環境を整え

ることが必要になります。 

そのためには、市内の全ての子どもが読書を楽しむことができるように、

行政や市民がそれぞれに、協働して読書環境を整備するとともに、読書活動

を支える活動を推進することが重要です。 

東久留米市では、子ども読書活動の経過にもあるように、早くから市民と
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連携しながら、子どもの読書活動の推進に取り組んできましたが、子どもの

読書環境の大きな変化に対応するためにも、これまで実施してきた各事業や

行事の成果や特色を踏まえながら、将来的な展望に立った、これからの取り

組む指針が必要と考えこの計画を策定したものです。 

 

4 計画の基本方針 

  子どもの読書習慣は、日々の暮らしの中から始まるものです。読書は、本

来個人的、内面的な営みであり、大人や教師等が強制したり、干渉したりす

るものではありません。大人の役割は、子どもが生き生きと暮らし、豊かな

心と生きる力を育むための様々な取り組みの一つとして、子どもが本と出会

い、読書に対する興味・関心を高める機会を与えることです。 

この計画は、自由で自主的な子どもの読書活動を保障するための読書環境

の整備を目指すものです。 

そこで、子どもの読書活動の推進をはかるために、次の４つの基本方針に

基いて具体的な取り組みを進めていきます。 

（１）子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備 

乳幼児期から子どもが本に親しみ、そのことにより喜びや楽しさを発見す

ることができるよう、成長や発達に応じて読書に親しむ機会を提供していき

ます。そのために、市立図書館の充実をはかり、家庭や学校、保育所（園）、

幼稚園などの関係機関、市民団体等の子ども読書活動を支援します。 

（２）学校図書館の充実 

学齢期の子どもが読書に親しみ、主体的な学習をすすめる上で、学校図書

館が大きな役割を果たすことが期待されています。そのために、資料の整備

や教職員の専門性を高め、学校全体による子どもの読書活動を推進していき

ます。 

（３）子どもの読書に関わる地域社会での連携 

子どもがあらゆる機会と場所において、自主的に読書をすることができる

よう、地域社会における諸機関・団体の連携・協力をすすめます。また、連

携に当たっては、市立図書館の果たす役割が重要となります。 

（４）子どもの読書についての啓発と支援 

保護者をはじめ子どものまわりの大人が、子どもの読書について関心を深

めるとともに、大人自身の読書活動が子どもに影響することを理解して取り

組むように、市立図書館、学校、公共施設などで読書に関する学習の機会を

提供し、読書相談などの支援に努めます。 
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５ 計画の期間 

この計画の期間は、平成１９年度（２００７年）から、概ね５年間としま

す。なお、必要に応じて見直しを行います。 
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第２章 子ども読書活動推進のための目標と取り組み 

 

１ 家庭・地域における子ども読書活動の推進 

 

乳幼児期 

  

 

  乳幼児期は、言葉を育て、人と人とのコミュニケーションの基盤を作る年

代です。大好きな人と本を楽しむあたたかな経験は、子どもの人への信頼感

を育てます。読書は、豊かな感性や考える力を育み、子どもの成長に大きな

力となります。家庭で、保育所（園）や幼稚園で、楽しい読書経験をするこ

とは、子どもにも大人にも喜びであり、人生を豊かにするものです。 

すべての子どもの身近に絵本を備えるなど読書環境を整え、保護者や保育

者が日常的に、子どもとともに本に親しみ楽しむことが大切です。 

 

現状と課題 

  東久留米市では、乳幼児の親子読書のきっかけ作りとして、健康課の 1 歳 6

ヶ月児健診時に、ブックスタート事業を行っています。読書に対する興味の

有無に関わらず、同年代のすべての子どもと保護者を対象としている本事業

は、保護者の子どもの読書への認識をひろげ、地域の図書館や児童館への橋

渡しをする効果をあげているといえます。 

  しかし、保育所（園）や幼稚園でみる保護者の読書や本への関心、家庭の

読書環境には差があるのが現状です。熱心に絵本について学び、読み聞かせ

などを行う家庭がある一方、あまり本に関心のない保護者もあります。一方

では、乳幼児期における読書の大切さを強調する情報も氾濫しており、それ

がかえって保護者が不安や負担に感じたり、子どものしつけや早期教育の進

めとして、受け止めかねない側面もまたあります。 

 乳幼児期の家庭における読書を支援するために、保護者が気軽に相談でき

るような機会や場が必要です。図書館や地域の子育て関連施設の利用を促し、

子どもの読書について、保護者への働きかけをきめ細かく継続的に行ってい

くことが重要です。 

保育所（園）・幼稚園の各施設では、絵本などの蔵書の規模は様々で、すべ

ての施設において充分な読書環境が整備されているとは言い切れません。各
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施設では、日常的に絵本の読み聞かせなどの読書活動が行われています。市

立幼稚園では、図書室の整備を保護者のボランティアと行い、読書を位置付

けた教育活動を展開し、本に親しむ親子を育てました。各施設への子どもの

本に関する情報提供や保育者への専門研修の実施がもとめられています。 

地域の読書活動では、地域・家庭文庫の活動、育児サークル、PTA など、

市民の自主的な活動がさかんに行われています。また、図書館・児童館での

ボランティアと協力したおはなし会や保護者むけの講座の実施など、市民と

行政とが協働した活動も行われています。図書館や各施設では、これらの活

動を必要とする人に広く知らせること、ボランティアの育成や読書について

の情報提供を行うなどの支援が必要です。 

 

取り組み 

子どもの身近によい本を備え、よい出会いをつくります 

・図書館、児童館、子育て関連施設に、絵本、紙芝居をはじめよい本を備え

ます。 

・保育所（園）、幼稚園は、絵本などの蔵書の充実に努めます。 

・図書館は、市内の保育施設、幼稚園へ絵本や読書に関する情報提供を行い、

絵本コーナーの設置などの環境整備の支援を行います。 

・図書館でおすすめのブックリストを発行し、乳幼児の親子が集まる施設や

場所に配備します。 

保護者に絵本や読書の楽しみを伝えます 

・図書館、児童館などの身近な施設で、わらべうた、手あそび、読み聞かせ

などを行う親子で参加できるおはなし会を実施します。また、読書に関す

る講座を実施します。 

・健康課で実施する乳幼児健診で、健康課と図書館が連携して、ブックスタ

ート事業を行います。 

・保育所（園）、幼稚園で、絵本の読み聞かせなどの読書活動を積極的に取り

入れます。また、保護者会や地域への子育て支援活動で、読書の大切さに

ついて伝えます。 

・図書館が本の選び方、楽しみ方などの相談窓口であることを広く知らせま

す。 

・市や図書館のホームページなど多様な情報媒体を活用して、図書館や読書

活動の催し物の紹介、図書に関する情報の提供を行います。 

子どもの読書をすすめる市民活動を支援します 

・子どもの読書をすすめるボランテｲアを育成します。 
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・子どもの読書をすすめる市民の自主的な活動を支援し、連携した活動に取

り組みます。 

・子育てサークルなど市民による子育て支援活動における子ども読書活動を

支援します。 

 

新規および拡大事業――――――――――――――――――――――――― 

事業名 担当課 および関連課 目標年度 

幼児教育・保育等担当者研修の実施 職員課・保育課・図書館 ２０年度～ 

子ども関連施設へのブックリスト配置 図書館 １９年度～ 

ホームページの充実 広報課・図書館 １９年度～ 

子ども読書週間の実施 図書館 ２０年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

   

 

小学生になると、国語の学習がすすみ、自主的に読書する力が育ってきま

す。読書はすべての学習の基礎であり、読書習慣を身に付けることで生涯学

習の基盤を作ります。 

  子どもの読書力を育むために、読み聞かせやおはなしを聞くこと、友達と

ともに楽しむ読書を経験することは大切です。楽しい読書がたっぷり経験で

きるよう、子ども自身はもちろん保護者への働きかけを引き続き行います。 

小学生の旺盛な読書にこたえる良質な図書、多様な興味に対応した魅力あ

る図書を、子どもの身近に備えることが大切です。また、調べ学習に必要な

図書を幅広く用意し、本を使って調べる力、図書館の使い方を身に付ける取

り組みも必要です 

家庭、学校、図書館、地域の読書活動が協力して、小学生の読書活動をす

すめます。 
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現状と課題 

  東久留米市内には、学校以外の地域に、図書館、コミュニティ図書室、児

童館、学童保育所など、身近な施設に小学生向きの図書が用意されています。 

 しかし、すべての施設で小学生に相応しい魅力ある図書が豊富にあり、よ

く利用されているとは限りません。 

  図書館では、市内の小学校（1 年生）を訪問し、おはなし（語り）や読み聞

かせを行い、あわせて図書館の利用案内を行っています。これによって多く

の児童が地域の図書館を利用するようになります。 

図書館、児童館では、おはなし会をはじめ、子どもの読書をすすめる様々

な事業を積極的に行っています。地域・家庭文庫でも、小学生へのおはなし

会や読書会などの活動が行われています。しかし、これらの活動への小学生

の参加は、下校時間が遅くなっていること、塾やお稽古事など放課後の過ご

し方の変化などもあり、少なくなっている傾向がみられます。 

一方、小学校では保護者の読み聞かせなどの活動が盛んになり、絵本の選

び方や読みかたの講座の実施や活動支援がますます必要になっています。 

 

取り組み 

子どもの身近によい本を備え、よい出会いをつくります 

・図書館、児童館、学童保育所に、小学生が楽しめる本や雑誌などを備えま

す。 

・図書館は、児童館、学童保育所、コミュニティ図書室など、小学生の読書

をすすめる施設に、本や子どもの読書に関する情報提供や研修の実施など

を行い、連携をはかります。 

子どもの読書や調べ学習を支援します 

・図書館でおすすめのブックリストを発行し、多くの児童に手渡します。 

・図書館、児童館、学童保育所など子どもの身近な施設で、読み聞かせや語

りなどのおはなし会や本の紹介など、小学生と本をつなぐ活動をします。 

・図書館では、子どもが相談しやすい窓口をつくり、読書相談や調べ学習の

援助、地域資料の紹介などを行います。 

子どもの読書をすすめる市民活動を支援します 

・保護者の読み聞かせなどの活動を支援し、子どもの読書をすすめるボラン

テｲアを育成します。 

・子どもの読書をすすめる市民の自主的な活動を支援し、連携した活動に取

り組みます。 



- 9 - 

新規および拡大事業――――――――――――――――――――――――― 

事業名 担当課 および関連課 目標年度 

市内の施設への子ども読書情報の提供 図書館 １９年度～ 

子ども関連事業担当者研修の実施 職員課・生活文化課・ 

子育て支援課・図書館 

２０年度～ 

子ども地域資料の作成 指導室・生涯学習課・ 

図書館 

２２年度～ 

保護者向け啓発資料の作成 図書館 ２１年度～ 

子ども向けホームページの作成 図書館 ２２年度～ 

子ども読書週間の実施 図書館 ２０年度～ 

 

 

 

 

 

青少年 

 

 

 思春期と言われる中学生・高校生の年代は、自分自身を見つめ直す意識の

高まりと、社会に対する興味や関心がさらに多様化する時期であり、読書が

大きな役割を果たす可能性が期待されます。また、進路や生き方について考

え、学習することもこの年代の大きな特徴でもあります。 

  十代の青少年が、自分の興味にあった本、進路や学習に必要な本を、たく

さんの資料の中から自由に選び読書できる環境を整えることが大切です。 

  また、子どもが読書力や資料の検索能力、活用能力を身につけ、問題解決

能力や生涯にわたる自己教育力を築くことができるよう支援していきます。 

  

現状と課題 

中学生・高校生の生活は、授業や部活動、塾通いなどで忙しく、図書館な

ど地域の読書関連施設を利用する生徒はわずかです。また、中学生の職場体

験学習があるものの、それ以外では中学生・高校生など十代の青少年の図書

館や他の公共施設における居場所は少なく、青少年向け事業も少ないのが現

状です。図書館などの公共施設は、中学生・高校生の生活時間やニーズに合

わせたサービスの見直しを検討する必要があります。 
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市内の中学校では、この年代の読書を充実させるために、「朝読書」など全

校で取り組む読書活動をすすめています。しかし、中学生・高校生の読書活

動は、読書世論調査の結果からも決してよいとはいえない状況です。 

市内の中学校と図書館の連携をはかり、地域の市民の活動や書店などとの

協力を得て、広く読書をすすめる催しを実施することも有効です。 

 

取り組み 

子どもの身近によい本を備え、よい出会いをつくります 

・図書館は、中高生から若い人の興味にあった魅力ある図書や雑誌を充実さ

せます。 

 また、ジュニア・コーナーの活動を活発にします。 

・図書館は、児童館や公民館など青少年の集まる施設に、青少年向きの本の

情報や図書館案内を配置したり、また、ホームページによる情報発信を行

うなど、青少年の本との出会いの機会を作ります。 

・図書館は、中学生・高校生など十代の青少年が利用しやすいサービスを検

討します。 

子どもの読書や調べ学習を支援します 

・図書館でおすすめのブックリストを発行します。また、ブックリスト作成

への中学生・高校生の参加をすすめます。 

・図書館では、中高生の調べ学習に相応しい資料を備え、調べ学習を援助す

る窓口業務を充実させます。 

子どもの読書をすすめる市民活動を支援します 

・子どもの読書をすすめる市民の自主的な活動を支援し、連携した活動に取

り組みます。 

・子どもの読書をすすめる青少年のボランティア活動の立ち上げ支援など、

青少年の読書推進活動への参加をすすめます。 

 

新規および拡大事業―――――――――――――――――――――――― 

事業名 担当課 および関連課 目標年度 

青少年向け蔵書・事業の見直しと充実 図書館 １９年度～ 

青少年関連施設へのブックリストの配置 図書館 １９年度～ 

調べ学習講座の実施 指導室・図書館 ２１年度～ 

読書ボランティア活動等青少年の参加

促進 

生涯学習課・図書館 ２１年度～ 

子ども読書週間の実施 図書館 ２０年度～ 
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２ 学校における子ども読書活動の推進 

   

学校は、学齢期のすべての子どもが一日の長い時間を生活し、授業や自由

読書などを通じて本に親しむ場でもあります。学校図書館は、子どもに読書

の楽しさを体験させ、読む自由を広げる場として、重要な役割をもっていま

す。 

学校図書館が本来の機能を発揮するためには、豊富な資料、整備された施

設、専門的な働きをする職員という図書館の基本を備えていること、学校図

書館を中心に据えた計画的な教育活動が、学校全体で展開されることが重要

です。 

国の「子ども読書活動の推進に関する基本的な計画（平成 14 年 8 月）」に

よれば、学校図書館は、「学習・情報センター」としての機能も期待していま

す。そのためには、情報資源にアクセスできるような環境整備に努めること、

そして、その前提となる学校図書館の蔵書のデータベース化をはかることが

必要となります。それらを踏まえ、教育課程に寄与する学校図書館機能の充

実をすすめることが大切です。 

 

現状と課題 

  市内の小学校では、各学校の実情に合わせて特色ある読書活動が展開され

ています。読み聞かせなど保護者のボランティア活動も盛んです。 

学校図書館の蔵書数は、学校図書館図書標準に対する蔵書充足率が平均で

９３％と整備されてきています。ただ、その蔵書構成をみると文学中心で、

教科学習資料（調べ学習用資料や、社会科学、自然科学資料など）が十分と

は言えず、市立図書館の団体貸出（利用している学校が８７％）で蔵書の不

足を補充しているのが現状です。 

学校図書館の課題としては、蔵書目録や管理システムがなく蔵書の検索が

できないことです。そのため、学校図書館の「学習・情報センター」として

の機能が十分に発揮できない現状があります。教科学習資料の充実をはかり、

蔵書管理システムを導入する必要があります。 

多くの小学校で、図書館整備のために、保護者を中心としたボランティア

活動がすすめられています。楽しい本との出会いをつくり、学習に役立つ図

書館にするため、熱心に活動していますが、ボランティアからは、専門知識

をもった「学校司書」の配置の要望があります。 

蔵書管理システムを活用運用し、教科学習などでの図書館利用の促進をは

かるために、教員とボランティア、学校と市立図書館をつなぐコーディネー
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ターとしての役割をはたす「学校司書」が必要です。学校図書館に子どもと

本のことがよくわかる人がいれば、子どもと本のよい出会いが生まれます。 

市内の中学校における現状をみると、国語科や総合的な学習の時間などを

中心に、学校図書館を活用した読書活動がすすめられています。また、「朝読

書」など学校全体で取り組む読書活動が行われています。 

学校図書館の蔵書数は概ね充足しているといえますが、中学生の興味や学

習内容に相応しい新しい資料の充実など、蔵書の更新が必要となります。ま

た、図書の配置の整備や整理整頓をし、蔵書の有効活用がはかられるよう工

夫することが必要です。 

中学校においても蔵書目録・管理システムについての課題は、小学校と同

様です。蔵書管理システムを導入し、「学習・情報センター」として学校図書

館の活性化をはかる必要があります。また、図書館整備への保護者のボラン

ティア参加や地域の協力も、小学校と比べ中学校では少なく、ボランティア

の導入の検討も必要と考えます。 

 

取り組み 

学校図書館を「学習・情報センター」として充実させます 

・学校図書館に蔵書管理システムを導入し、図書台帳の作成、蔵書検索、貸

出の把握（選書や読書指導に生かす）を実現し、学校図書館資源共有化ネ

ットワーク（文部科学省推進）を目指します。 

・司書教諭等と協力して図書館活動をすすめる「学校司書」の配置のための

検討を行います。 

・学校図書館の蔵書の充実に努めます。蔵書数の充足だけでなく、学習に対

応した新鮮な蔵書の充実に努めます。 

・学校・指導室・図書館の連携をすすめ、蔵書管理システム導入に向けて図

書管理の方法を統一したマニュアルを作成します。 

・学校図書館を学校の中の魅力ある快適な場とするため、施設・設備につい

て、財政状況や校舎の改築・改修の時期などを総合的に考えながら、計画

的にその実現に努めます。 

学校全体で読書活動に取り組みます 

・学校は「読書活動推進計画」を作成し、学校全体で読書活動をすすめます。 

・学校は「図書館活用年間計画」により、教科学習での図書館利用を促進し

ます。また、図書館の使い方や資料の調査法などを学ぶ図書館利用のため

の学習をすすめます。 

・全ての学校において、読書活動や図書館活用が活発になるよう、教職員の
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研修の増進に努めます。 

家庭や地域、図書館と連携した読書活動を推進します 

・学校は、ボランティアの活用をすすめ、研修などに配慮します。 

・図書館は、学校図書館支援センターを通じ、ボランティアの育成、学校図

書館運営支援を行うなど、学校教育に協力します。 

・学校は、子どもの読書実態や学校における取り組みについて、家庭・地域

に積極的に伝え、子どもの読書に取り組む協働の輪を広げるよう努めます。 

 

新規および拡大事業―――――――――――――――――――――――― 

事業名 担当課 および関連課 目標年度 

学校図書館に蔵書管理システム導入

の検討 

学校・教育部総務課・ 

指導室・図書館 

２０年度～ 

学校図書館管理マニュアルの作成 学校・教育部総務課・ 

指導室・図書館 

２０年度～ 

学校司書配置の検討 学校・指導室 ２０年度～ 

読書活動推進計画・図書館活用計画

の作成 

学校・指導室・図書館 １９年度～ 

教職員研修の充実 学校・指導室 １９年度～ 

資源共有化ネットワークの研究 学校・教育部総務課・ 

指導室・図書館 

１９年度～ 

学校図書館施設整備の検討 学校・教育部総務課 ２０年度～ 
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３ 市立図書館における子どもの読書活動の推進 

 

図書館は、市民一人ひとりが社会生活を営む上で、知りたいと思う資料や

情報を提供し、市民の生涯にわたる学習を支える中核的施設です。子ども読

書活動においては、地域の推進活動の拠点としての役割もあります。 

図書館における子ども読書活動は、第一に子どもたちに読書の楽しみ（お

はなし、わらべうた、本、情報など）を提供することにあります。また、保

護者や子どもに関わる大人にも、同様に提供しています。第二に地域の子ど

も読書に関する活動の連携をはかることです。第三に子ども読書活動に関わ

る人材の育成をすすめることです。第四に学校教育との連携・支援を行うこ

とにあります。 

図書館では、乳幼児から青少年まで、障害のある子どもや日本語以外を母

国語する人にも配慮して、すべての子どもに提供する資料を幅広く備えるよ

う努めています。その蔵書は良質な資料をそろえ、児童図書のスタンダード

を示すものとします。 

子どもにとって、図書館は自分の読みたい本を豊富な蔵書の中から自由に

選び、読書の楽しみを知ることができる場であり、気軽に利用できる身近な

施設です。子どもの年齢や状態にあわせて、すべての子どもが本と出会える

ように工夫します。「ユネスコ公共図書館宣言」（１９９４年）では、「幼い時

期から子どもたちの読書習慣を育成し、それを強化する。」ことを公共図書館

の使命としています。 

図書館は保護者、教師や保育者、地域のボランティアなどの大人に、本や

情報を提供し、相談・援助を行います。また、子どもと本との出会いをつく

る人材を育てるための活動を行います。 

図書館は、学校、市内の公共施設、市民の活動、書店など、子ども読書活

動をすすめる各機関等の連携の仕組みを作る中心となり、協力して子ども読

書活動の充実をはかります。 

 

現状と課題 

東久留米市立図書館は、開館以来一貫して、児童サービスを活動の柱とし

てきました。「いつでも、どこでも、だれにでも」の姿勢で、図書館整備とサ

ービスの拡充をすすめ、現在０歳～１５歳の登録率は５６％と、多くの子ど

もたちに利用されています。 

また、文庫連絡会との協力関係、各図書館の事業へのボランティアの参加、

学校図書館ボランティアへの支援など、市民と協力して子ども読書活動の推
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進をはかってきました。 

さらに、学校教育への支援、健康課と連携したブックスタート事業、幼稚

園・保育園への団体貸出、児童館との協力など、他の施設との連携もすすめ

ています。 

図書館では、資料費の中に児童図書の購入枠を確保していますが、すべて

の子どもの読書要求にこたえるには十分とは言えません。良質な資料を収集

するために、資料収集方針・選書基準を設けて、その選書に努めています。

引き続き資料の充実を行っていくことが必要です。また、つねに良質な資料

を収集・提供し、児童サービスを行うために、専門職員の配置は欠かせませ

ん。読書や児童サービスの知識や技術の蓄積も必要です。今後も司書の計画

的配置や研修の実施が必要となります。 

学校との連携では、「学校図書館支援センター」を設置し、事業を開始しま

したが、資源共有ネットワークの構築や効率的で有効な支援のあり方などの

検討が必要です。 

市内の子ども関連施設、子育て支援施設との連携では、情報の提供、読書

活動事業の共催や支援、職員研修の実施などが求められています。子ども読

書活動の連携をはかる推進体制の整備が必要となります。 

市民の読書推進活動との連携では、人材の育成や情報提供などの活動支援

が求められています。図書館では、これらを踏まえ、家庭・地域・学校・行

政ですすめる子ども読書活動の推進の要としての役割を果たしていきます。 

 

取り組み 

子どもの身近によい本をそなえ、よい出会いをつくります 

・子どものニーズに応えられる質の高い資料を収集し提供します。 

・十代の青少年を対象にした資料の充実に努めます。 

・障害のある子ども、日本語を母国語としない子どもが必要とする資料を収

集し、提供方法を工夫します。 

・子育て支援や子ども読書に関する資料を収集し提供します。 

すべての子どもに楽しい読書をすすめます 

・各年代向けのおすすめのブックリストを発行します。 

・市民や関係団体と協力し、読書週間を設け、子ども向け行事を実施するな

ど読書活動を推進します。 

・乳幼児を初めとした、子どもや保護者を対象とした、おはなし会などを充

実させます。 

・十代の青少年へのサービスを充実させます。 
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・保護者や一般向けに、子どもの本や読書に関する講座を実施します。 

・障害のある子ども、病気療養中など図書館利用に障害のある子どもに対し、

図書館を利用できるよう図書館サービスの充実に努めます。 

・図書館や図書館サービスについての PR を工夫し、利用の促進をはかります。 

・図書館ホームページを充実させ、子ども向けの情報発信を行います。 

学校・地域の読書活動を支援し、連携した取り組みをします 

・学校教育への支援を行い、「学校図書館支援センター」の活動など、学校図

書館との連携・支援に努めます。 

・健康課、児童館、保育園、幼稚園などの子ども関連施設等と連携し、子ど

も読書活動に係る推進会議の開催など、庁内における推進体制を整備しま

す。 

・地域・家庭文庫など、子ども読書活動推進に関わる市民活動を支援し、連

携・協力事業を充実させます。 

・子どもの本に関する情報や資料を関係機関・団体に提供し、読書活動推進

事業を支援します。 

子どもの読書をすすめる人材を育てます 

・図書館に専門職をおき、児童サービス担当職員の研修を充実させます。 

・子どもの読書に関わるボランティアを育成し、研修の実施など活動支援を

行います。 

・職員課、指導室などが実施する教員や市職員の研修に協力します。 

・子どもの読書に関する活動のネットワーク化をすすめ、人材バンクの設置

にむけて検討します。 

 

新規および拡大事業―――――――――――――――――――――――― 

事業名 担当課 および関連課 目標年度 

ジュニア・コーナーの見直し・充実 図書館 １９年度～ 

子ども読書週間の実施 図書館 ２０年度～ 

図書館利用に障害のある子ども向けの

図書館利用促進ＰＲ 

図書館 ２１年度～ 

子ども向けホームページの充実 図書館 ２１年度～ 

子ども読書庁内推進体制の整備 健康課・子育て支援課・ 

図書館ほか 

１９年度～ 

教職員、市職員研修の実施 職員課・指導室・図書館 ２０年度～ 

地域活動ネットワークの検討 子育て支援課・生涯学習

課・図書館 

２０年度～ 

子ども読書人材バンクの検討 図書館 ２１年度～ 
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第３章 計画を推進するために 

 

１ 推進体制の整備 

この計画に基く事業調整、進行管理を行うために、子ども読書活動に関わ

る関係部局による全庁的な組織づくりに取り組みます。また、計画の推進や

事業の展開に当たっては、図書館関係団体等との連携をはかります。子ども

の声を計画の推進に反映させるような仕組みを検討します。  

 

２ 啓発・広報活動の推進 

市内の全ての子どもが、本に親しむことができるような環境を整備するた

めに、子どもや保護者をはじめ、子どものまわりの大人に対して、読書の大

切さや楽しさについての啓発活動を推進します。また、子ども読書活動に携

わる教職員に対する研修や、市民を対象とした学習の機会を充実させます。 

 

３ 取り組みにおける総合的な連携 

子ども読書活動に関わる学校、図書館等の関係機関及び市民団体等が実施

する事業や行事等の情報を可能な限り収集し、子どもや保護者に提供します。

そのことによって、利用や参加の機会の拡大をはかることができます。また、

これらの機関や団体は、新たな事業の実施に当たり、創意工夫を図ることも

大切です。 

 

４ 定期的な進捗状況の把握と評価 

  計画を推進するために、定期的に計画の進捗状況を把握・評価するととも

に、必要に応じて施策や事業の再検討・調整を行うことが必要です。 
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用語の説明 

 

子ども 

この計画の対象とする「子ども」とは、乳幼児から青少年（子ども読書活動推進法の規

定を受け、概ね１８歳以下）までとしています。 

 

こども読書年 

「読書の持つ計り知れない価値を認識して、子どもたちの読書活動を国を挙げて応援す

るため」（参議院決議文から）平成１２年を子ども読書年としました。 

 

地域文庫 

地域において親が中心になって、子どもと本を結びつけるために、本の貸出しやお話し

会など、様々な活動を行っています。 

 

東久留米地域文庫親子読書連絡会（文庫連） 

東久留米市で活動している地域文庫が集まり、昭和４５年に発足しました。各文庫が互

いに高めあえるように、学習会、情報交換、交流などを行うとともに、大人に本の楽し

さや大切さを知ってもらうための講演会などを市立図書館と連携して実施しています。 

 

児童憲章 

「日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸

福をはかる」ことを目的に定められた憲章です。昭和２６年５月５日に制定され、前文

と３つの綱領部分及び１２条の条文によって構成されています。 

 

児童の権利に関する条約 

平成元年、第４４回国連総会において採択された国際条約です。日本は平成６年４月２

２日に批准し、５月２２日に国内で発効しています。前文と第１部・第２部の５４条か

ら構成され、児童の人格の全面的かつ調和のとれた発達を保障するものです。 

 

司書教諭 

学校図書館法により１２学級以上の学校には、司書教諭の設置が定められていますが、

現行の運用では、各学校による図書担当教諭としての職務従事となっています。 

 

学校司書 

自治体が独自に採用して、学校図書館に配置する専門職員を言い、採用条件や勤務条件
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は、自治体によって異なります。 

 

ブックスタート 

乳幼児と保護者が肌のぬくもりを感じながら、言葉と心を通わすかけがいのないひと時

を、絵本を介して持つことを応援する運動で、１９９２年に教育基金団体である英国ブ

ックトラストの推進により、イギリス第二の都市バーミンガム市で始まったものです。 

東久留米市では、平成１５年より健康課と連携して実施しており、その内容は１歳６か

月健診時に、選良した絵本と推薦図書リスト、それを入れる布袋をセットにして配布し

ています。 

 

おはなし会 

 子どもに本を読む楽しさを知ってもらうための活動のひとつ。絵本の読み聞かせ、スト

ーリーテリング（素話）、手遊び、わらべうた、紙芝居等を行っています。 

 

コミュニティ図書室 

図書を介した地域コミュニティづくりの拠点として、利用者サービスを行っており、現

在、野火止・南町の図書室があります。 

 

朝読書 

学校始業時において、全校児童・生徒を対象に１５分程度、読書に親しむ活動を実施し

ています。 

 

ＮＤＣ 

日本十進分類法（Ｎippon Ｄecimal  Classification の略）は、大部分の公立図書館が

採用している図書等の分類方法です。資料を１（哲学）から９（文学）までの記号を付

し、一般（総合）を０（総記）におさめます。以上が１０個の類（第一次区分）とし、

同様に第２次区分（綱）、第３次区分（目）・・・と繰り返して分類します。 

 

学校図書館支援センター 

東久留米市立図書館が学校図書館の発展に寄与するため、平成１８年７月に開設しまし

た。 

その活動内容は、学校図書館を訪問し、選書の助言や図書整理指導、そして学校ボラン

ティアなどの養成、研修会の実施なども図書館司書職員が行っています。 
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東久留米市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱 

                                        

                               平成１８年６月８日 

（設置） 

第１ 東久留米市子ども読書活動推進計画を策定し、子どもの読書活動に関する施策の計

画的な推進を図るため、東久留米市子ども読書活動推進計画検討委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２ 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

（１）東久留米市における子ども読書活動の施策に関すること。 

（２）（仮称）東久留米市子ども読書活動推進計画（案）の策定に関すること。 

（３）その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３ 委員会は、次の職及び団体にある者をもって組織する。 

（１）教育部長 

（２）企画調整課長 

（３）市民部生活文化課長 

（４）健康福祉部健康課長 

（５）子ども家庭部子育て支援課長 

（６）子ども家庭部保育課長 

（７）教育部指導室長 

（８）教育部総務課長 

（９）教育部主幹 

（10）教育部学務課長 

（11）教育部生涯学習課長 

（12）図書館長 

（13）子ども読書関係団体代表 

（14）公立小・中学校長  

（15）公立幼稚園長 

（会議） 

第４ 委員会には委員長を置き、委員長は教育部長の職にある者をもって充てる。 

２ 委員長は、検討委員会を招集し主宰する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理す

る。 
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４ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を求めることが

できる。 

（作業部会） 

第５ 委員会の所掌事務に関する調査研究及び検討を行うため、委員会の下に作業部会（以

下「部会」という。）を置く。 

２ 部会には部会長を置き、部会長は、図書館の係長又は地区館長の職にある者をもって

充てる。 

３ 部会の部会員は、別表１に掲げる課（室）及び施設に所属する職員をもって組織し、

委員長が任命する。 

４ 部会は、必要に応じて部会長が招集する。 

（任期） 

第６ 委員及び部会員の任期は、（仮称）東久留米市子ども読書活動推進計画（案）を策定

する日までとする。 

（庶務） 

第６ 委員会及び部会の庶務は、図書館において処理する。 

（補則） 

第７ この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年６月８日から施行する。   

 

別表１（第５関係） 

東久留米市子ども読書活動推進計画作業部会 

 1  企画調整課主査  

２ 生活文化課市民協働係長 

３  健康課保健サービス係長 

４ 子育て支援課主査 

５ 保育課保育係長 

６ 保育課保育園長 

７ 指導室指導主事 

８ 教育部総務課経理係長 

９ 学務課学事係長 

10 生涯学習課社会教育係長 

11 図書館図書サービス係長 

12  図書館地区館長 

13 公立小・中学校副校長 

14 公立幼稚園副園長 
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東久留米市子ども読書活動 推進計画検討委員会名簿 

（敬称略 順不同） 

 教育委員会 教育部長  ○ 鈴木 保 

 企画経営室 企画調整課長    橋爪 和彦 

 市民部 生活文化課長    東 淳治 

 健康福祉部 健康課長    田中 百合子 

 子ども家庭部 子育て支援課長    荒島 久人 

 子ども家庭部 保育課長    鷺池 正人 

 教育委員会教育部 指導室長    西田 義貴  

 教育委員会教育部 総務課長    和泉 茂生 

 教育委員会教育部 主幹    田中 潤 

 教育委員会教育部 学務課長    沢西 晋之 

 教育委員会教育部 生涯学習課長    町田 富士雄 

 教育委員会教育部 図書館長    元倉 敏雄 

 じんわーりの会    山口 朋子 

 じんわーりの会    鶴岡 隆子 

 学校図書館を考えるつどい・東久留米    松原 博世 

 東久留米市立第三小学校 校長    望月 邦夫 

 東久留米市立中央中学校 校長    小林 秀隆 

 東久留米市立下里幼稚園 園長    岡澤 陽子 

 ○：委員長 
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東久留米市子ども読書活動推進計画作業部会名簿 

別表１（第５関係）                     （敬称略 順不同） 

  企画経営室 企画調整課 主査    桑原 直人 

  市民部 生活文化課 市民協働係長    井上 卓 

  健康福祉部 健康課 保健サービス係長    原田 祐子 

  子ども家庭部 子育て支援課 主査    斎藤 朋行 

  子ども家庭部 保育課 保育係長    稲葉 勝之 

  子ども家庭部 保育課 ちゅうおう保育園 園長    関根 美保子 

  教育部 指導室 指導主事    木村 高一郎 

  教育部 総務課 経理係長    鶴田 正彦 

  教育部 学務課 学事係長    前嶋 信幸 

  教育部 生涯学習課 社会教育係長    落合 慎一 

  教育部 図書館 図書サービス係長    梅田 豊 

  教育部 図書館 滝山地区館長    堂下 美智恵 

  教育部 図書館 ひばりが丘地区館長    高梨 顕彦 

  教育部 図書館 東部地区館長   〇岡野 知子 

  東久留米市立第八小学校 副校長    山﨑 伊津美 

  東久留米市立西中学校 副校長    石井 和光 

  東久留米市立大道幼稚園 副園長    山口 清美 

    

 ○：部会長 
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計画策定の経緯 

 

１ 検討委員会開催状況 

（１）第１回検討委員会   

日  時  平成１８年８月９日（水） 午前１０時～ 

内  容  ・委嘱書の交付 

      ・子ども読書活動推進計画策定に係る視点の検討・協議 

      ・作業部会への検討依頼事項の確認 

（２）第２回検討委員会 

日  時  平成１８年１２月１５日（金） 午前１０時～ 

内  容  ・作業部会からの検討報告書（原案）の検討・協議 

       ・子ども読書活動推進計画（案）の全般的な検討・協議 

（３）第３回検討委員会 

日  時  平成１９年２月２２日（木） 午前１０時～ 

内  容  ・子ども読書活動推進計画（最終案）の検討・協議 

（パブリックコメントを受けての計画案を協議） 

 

２ 作業部会開催状況 

（１）第１回作業部会   

日  時  平成１８年９月６日（水） 午前９時３０分～ 

内  容  ・委嘱書の交付 

      ・子ども読書活動に係わる各所管の現状と課題について協議 

・検討委員会よりの依頼事項に係る検討視点を協議 

（２）第２回作業部会 

日  時  平成１８年１０月５日（木） 午前９時３０分～ 

内  容  ・各所管の取り組むべき課題と目標を検討・協議 

（３）第３回作業部会 

日  時  平成１８年１１月３０日（木） 午前９時３０分～ 

内  容  ・子ども読書活動推進計画（素案）の検討・協議 

       ・計画（原案）の決定 

 

 ３ 図書館協議会開催状況 
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（１）第１回協議会 

日  時  平成１８年１２月２１日（木） 午後２時～ 

内  容  ・委嘱書の交付 

      ・委員長及び副委員長の選出 

      ・子ども読書活動推進計画（案）について協議 

（パブリックコメントと併せ、協議会委員より意見を募集（５人）） 

（２）第２回協議会 

日  時  平成１９年３月１５日（木） 午後２時～ 

内  容  ・子ども読書活動推進計画（最終案）の報告・協議 
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パブリックコメントによる市民からの意見 

 

１ パブリックコメント実施概要 

（１）実施期間  平成１９年２月１日（木）～１４日（水） 

（２）実施方法  広報２月１日号及び図書館ホームページに募集記事を掲載。 

         市政情報コーナー及び中央図書館、地区館（３館）に計画

（案）を配置。 

（３）意見人数   １１人 

  【内 訳】 

①図書館に直接   ５人   

②電子メール    ６人   

（４）意見件数  ２６件（内参考意見 ４件） 

【内 訳】 

①学校関係  １５件（№１、３、５、６、７）   

②図書館関係  ６件（№２、４、８、９） 

③その他    ５件（№１０、１１、） 

（５）結果公表及び時期 

  ①図書館ホームぺージに結果を公表 

②平成１９年３月２０日（火） 

 

２ 市民からの意見と市の考え方 

別紙のとおり。  
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（別  紙） 

   

 意見等の概要 市の考え方 計画と の

関係 

１ 学校図書館を活用するには、専

門的知識を持つ司書が必要な

事を強く感じました。子どもの

ためにも、ボランティアを支え

るためにも、各校に一人司書を

置いてほしいと思います。 

（ほか 同様のご意見 ９件） 

学校における子ども読書活動の推進は、

計画の柱です。現在、学校図書館の充実

のために、学校図書館支援センターを設

置し、市立図書館司書による図書館担当

教諭やボランティアへの活動支援を行

っています。今後は、現状の支援を続け

る一方、学校司書の配置に向けて検討を

行います。 

趣旨を 踏

まえ、計画

の中で 取

り組む 

２ 市立図書館の充実は計画の要

です。市立図書館に専門職の職

員が将来にわたって継続的に

配置されることが肝要。着実に

実行されることを願います。 

（ほか 同様のご意見 ２件） 

子どもの読書をすすめる児童サービス

担当職員の充実に努めます。 

趣旨を 踏

まえ、計画

の中で 取

り組む 

３ 学校図書館の役割には、教育課

程への寄与と共に「読む楽しさ

を体験させ、読む自由をひろげ

る」役割があることを認識し、

この二つの両立させてほしい。 

子どもの読書活動をすすめるために、学

校図書館の役割は重要かつ大きいと考

えます。今後もその充実に努めます。 

趣旨を 踏

まえ計 画

の中で 取

り組む 

４ 市民活動の支援が位置づけら

れていることを歓迎します。庁

内の関連課および市民団体等

の連携の仕組みが円滑に行わ

れよう期待します。 

子どもの読書をすすめる保護者や市民

活動が多彩に展開されています。行政と

市民の協働した活動をめざし、連携の仕

組みを検討していきます。庁内に本計画

の推進体制を整備し、事業の連携や計画

の進行管理を行います。 

計画の 中

で取り 組

む 

５ 学校在学中に長期にボランテ

ィアに携わった保護者を学校

司書として配置するなど、子ど

も読書人材バンクを検討して

ください。 

子どもの読書活動をすすめるボランテ

ィアの育成をすすめ、地域の人材を活動

に生かせるように、人材バンクの設置に

むけて検討します。学校司書の配置につ

いては、検討の中での参考意見とさせて

いただきます。 

趣旨を 踏

まえ計 画

の中で 取

り組む 
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６ すべての学校で読み聞かせを

行ってほしい。 

学校での読書活動で推進します。また、

ボランティアの育成・支援に努めます。 

計画の 中

で取り 組

む 

７ 学校図書館の本の扱い方が乱

暴です。子どもに図書館利用教

育をしていきたい。 

学校の読書活動で取り組みます。 計画の 中

で取り 組

む 

８ 中学生・高校生の利用しやすい

サービスの検討を行うことに

賛成です。ブックリストの作成

への中高生の参加に賛成です。 

中高生が利用しやすいように公共施設

のサービスの見直しを行い、読書環境を

整備します。また、読書推進活動への中

高生自身の参加を促します。 

計画の 中

で取り 組

む 

９ 資料として紙芝居があげられ

ていないのには疑問がありま

す。 

子どもの読書の資料として、図書をはじ

め紙芝居、雑誌等の充実に努めます。 

計画の 中

で取り 組

む 

１０ 学校と家庭の間の時間の学童

保育での読書環境整備や支援

を歓迎します。 

学童保育の読書環境の充実に努めます。 計画の 中

で取り 組

む 

１１ 担当課として複数の部署があ

るが、事業の中心となる課をは

っきりさせた方がよい。 

庁内に本計画の推進体制を整備します。

事業の実施にあたっては協力してすす

めます。 

趣旨を 踏

まえて 計

画の中 で

取り組む 

 

上記以外の参考とさせていただくご意見 

 

・読書習慣のない子どもに読書をすすめるために、表現の専門家を事業に参画させてほし

い。図書館・学校・読書関係団体と表現の専門家の協働した取り組みで本のおもしろさ

を子どもに伝える事ができる。 

・コミュニティ図書室等既存の子ども読書施設に司書を配置し、図書館の枝館として、子

ども読書活動推進計画の実行の推進をはかってください。 

・子どもには「本を読む権利」があります。子どもが「本を読む自由」を自分のものにし

ていく権利を実現して成長していくことを、行政は、大人は支援する。そのための本計

画と考えたいと思いました。 

・小中学校等への図書の配送を言及がありませんが必要ではないでしょうか。幼稚園・保

育所等の活動拠点への図書の配送はどうなるのでしょうか。 
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東久留米市立図書館協議会委員からの意見 

 

市民からのパブリックコメントの募集にあわせ、図書館協議会委員からも意見（５名）

をいただきました。２回の協議会開催を踏まえ、計画の施策の方向や関連施策の検討のた

めに、参考にさせていただきました。 

 

 意 見（要約） 

 

（１）読書をすすめるには、幼児から小学校中学年くらいまでの時期を大切に考えたい。

そこで、就学前の子どもの読書活動として地域の高齢者を活用して、あそびの中に読書

をとりこむ活動を提案したい。学齢期になると子ども忙しくなるので、学校の授業時間

の一部を振り向けるのが有効と思う。ここでもボランティアが関われる。 

また、ブックリストの工夫など、本や図書館に目をむけてもらう工夫が必要である。

その観点からリスト作成への中学・高校生の参加は望ましい。 

 

（２）本案は子ども読書活動推進のための環境整備が中心ですが、読書活動の主役の子ど

もの目線を基本として（気軽に相談できる仕組みなど）検討されたらよいでしょう。 

また、読書活動の基本問題である図書の推薦・収集の選択のあり方を盛り込むべきか

と考える。計画推進に図書館の役割が大きいが、図書館機能充実のための検討や計画が

必要だ。今後の子ども読書活動への図書館の役割と現在の学校図書館を考えると「小中

学校の図書館を地域図書館の組織に組み込み、子ども読書の拠点、読書活動推進要員の

研修の場として活用」というような大胆な視点から検討したらいかがでしょう。 

 

（３）学校図書館において、学校司書の重要性をもっと強調したい。「学校図書館の役割を

具現化する担い手として、専門的職務に専念できる学校司書が不可欠です」というよう

なことを付け加えたい。 

また、市立図書館に「専門職員の配置は欠かせません。今後も司書の計画的配置や研

修の実施が必要です」とあるのは全く同感で、専門職員、司書の計画的配置を切望する。 

 

（４）計画案の中で重点をきめ、人も予算もつけ継続してやることで大きな成果が上がる

と思う。子どもが一日の大半を過す学校図書館の充実はどの子も平等に恩恵を受ける。

全校（特に小学校）の学校司書の配置を願いたい。本の楽しさを伝え手渡す専門家が身
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近にいることが子どもの読書力を養う一番の道と思う。何校かのモデル配置で実施して

みる方法もあるでしょう。 

 

（５）計画の実現のために外部の関係諸団体との協力が必要と思う。たとえば読書推進協

議会、児童図書出版協会、出版文化交流会、その他協力団体との協力関係を築くことも

一つのテーマになる。 

また、読書推進ボランティアの募集・登録をし、案件別に派遣するシステムの構築が

必要と思う。予算化も重要だが、カネがなくとも実現できるアイデアが望まれる。具体

案として、子どもの読書機会の増加と読書の動機付けに、小・中・高・幼児の読み聞か

せ体験文等の読書感想文コンクールを提案する。また、各機関での図書の充実のために、

献本運動を提唱したい。キャンペーンもこうした計画案には必要である。 
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                   東久留米市立図書館協議会委員名簿 

（敬称略・順不同） 

選 出 区 分 氏     名 住      所 備     考 

１号委員 西
にし

山
やま

  守
まもる

 
練馬区西大泉２－２３－７ 東久留米市立第二小学校校長 

  
石
いし

井
い

 和
かず

光
みつ

 
東大和市芋窪５－１２５７－５ 東久留米市立西中学校副校長 

学校教育及び  久
く

保
ぼ

木
き

 多
た

喜
き

子
こ

 
東久留米市学園町２－５－２ 

東久留米市朗読ボランティア

グループ「声」 

社会教育の関係者 村
むら

山
やま

 鎮
しず

雄
お

 
東久留米市小山５－２－１８ 社会教育委員 

  山
やま

口
ぐち

 源
げん

治
じ

郎
ろう

 
東久留米市上の原２－４－５５－１

３ 東京学芸大学教授 

２号委員 
田
た

畑
ばた

 精
せい

一
いち

 
東久留米市学園町２－７－２ 絵本作家 

  
池
いけ

口
ぐち

 頌
のぶ

夫
お

 
東久留米市学園町１－１３－２０ 

元国会図書館納本制度調査会

委員 

学識経験のある者 
渡
わた

辺
なべ

 和
かず

子
こ

 
東久留米市滝山６－１－１７－３０

４ 

東久留米地域文庫親子読書連

絡会 

      

  
鈴
すず

木
き

 増
ます

雄
お

 
東久留米市神宝町１－２－２１ 

東京理科大学教授 

東京大学名誉教授 

３号委員 
三
み

好
よし

 幸
ゆき

雄
お

 
東久留米市弥生１－２－４５   

 公募による者       

 任期 平成１８年１１月２２日～平成２０年１１月２１日 
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